
220 号

別添市道路線認定調書のとおり

令和 6 年 3 月 26 日

市道路線の認定に関する告示

川口市告示第

道路法（昭和27年法律第180号）第8条第1項の規定に基づき次のとおり市道路線を

認定する。その関係図面は、建設部道路維持課において告示の日より1ｹ月間一般の

縦覧に供する。

記

川口市長　　　奥　ノ　木　信　夫



220 号

別添市道路線認定調書のとおり

令和 6 年 3 月 26 日

市道路線の区域決定に関する告示

川口市告示第

記

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき次のとおり市道路線の区

域を決定する。その関係図面は、建設部道路維持課において告示の日より1ｹ月間一般の

縦覧に供する。

川口市長　　　奥　ノ　木　信　夫



220 号

別添市道路線認定調書のとおり

令和 6 年 3 月 26 日

市道路線の供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき次のとおり市道路線の供

用を開始する。その関係図面は、建設部道路維持課において告示の日より1ｹ月間一般の

縦覧に供する。

川口市長　　　奥　ノ　木　信　夫

川口市告示第

記



























220 号

令和 6 年 3 月 26 日

第105-2号線 12番49地先

川口市長　　　奥　ノ　木　信　夫

新 郷

市道路線の認定に関する告示

川口市告示第

路　線　名 起　　　　　点 終　　　　　点

道路法（昭和27年法律第180号）第8条第1項の規定に基づき次のとおり市道路線を

認定する。その関係図面は、建設部道路維持課において告示の日より1ｹ月間一般の

縦覧に供する。

記

東本郷2丁目

12番43地先

幅　員 延　長
経　過　地 （ｍ） （ｍ）

東本郷2丁目
87.7

重　要　な

5.0



220 号

令和 6 年 3 月 26 日

川口市長　　　奥　ノ　木　信　夫

市道路線の区域決定に関する告示

終　　　　　点
重　要　な 幅　員 延　長

川口市告示第

記

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき次のとおり市道路線の区

域を決定する。その関係図面は、建設部道路維持課において告示の日より1ｹ月間一般の

縦覧に供する。

路　線　名 起　　　　　点

第 105-2 号 線 12番49地先 12番43地先

経　過　地 （ｍ） （ｍ）

新 郷 東本郷2丁目 東本郷2丁目
5.0 87.7



220 号

令和 6 年 3 月 26 日

川口市長　　　奥　ノ　木　信　夫

川口市告示第

記

市道路線の供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき次のとおり市道路線の供

用を開始する。その関係図面は、建設部道路維持課において告示の日より1ｹ月間一般の

縦覧に供する。

路　線　名 起　　　　　点 終　　　　　点
重　要　な

新 郷 東本郷2丁目 東本郷2丁目
5.0 87.7

第105-2号線 12番49地先 12番43地先

幅　員 延　長
経　過　地 （ｍ） （ｍ）





220 号

令和 6 年 3 月 26 日

第141-1号線 385番3地先

川口市長　　　奥　ノ　木　信　夫

戸 塚

市道路線の認定に関する告示

川口市告示第

路　線　名 起　　　　　点 終　　　　　点

道路法（昭和27年法律第180号）第8条第1項の規定に基づき次のとおり市道路線を

認定する。その関係図面は、建設部道路維持課において告示の日より1ｹ月間一般の

縦覧に供する。

記

大字差間字立野橋後

392番1地先

幅　員 延　長
経　過　地 （ｍ） （ｍ）

大字差間字立野橋後
101.0

重　要　な

5.0

第141-2号線 392番1地先 369番地先

戸 塚 大字差間字立野橋後 大字差間字立野橋後
0.9～4.0 119.6



220 号

令和 6 年 3 月 26 日

川口市長　　　奥　ノ　木　信　夫

市道路線の区域決定に関する告示

終　　　　　点
重　要　な 幅　員 延　長

川口市告示第

記

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき次のとおり市道路線の区

域を決定する。その関係図面は、建設部道路維持課において告示の日より1ｹ月間一般の

縦覧に供する。

路　線　名 起　　　　　点

第 141-1 号 線 385番3地先 392番1地先

経　過　地 （ｍ） （ｍ）

戸 塚 大字差間字立野橋後 大字差間字立野橋後
5.0 101.0

第 141-2 号 線 392番1地先 369番地先

戸 塚 大字差間字立野橋後 大字差間字立野橋後
0.9～4.0 119.6



220 号

令和 6 年 3 月 26 日

川口市長　　　奥　ノ　木　信　夫

川口市告示第

記

市道路線の供用開始に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき次のとおり市道路線の供

用を開始する。その関係図面は、建設部道路維持課において告示の日より1ｹ月間一般の

縦覧に供する。

路　線　名 起　　　　　点 終　　　　　点
重　要　な

戸 塚 大字差間字立野橋後 大字差間字立野橋後
5.0 101.0

第141-1号線 385番3地先 392番1地先

幅　員 延　長
経　過　地 （ｍ） （ｍ）

第141-2号線 392番1地先 369番地先

戸 塚 大字差間字立野橋後 大字差間字立野橋後
0.9～4.0 119.6





220 号

令和 6 年 3 月 26 日

川口市長　　　奥　ノ　木　信　夫

戸 塚 大字差間字立野橋後 大字差間字立野橋後
0.9～2.9 156.4

第 141 号線 384番2地先 369番地先

路　線　名 起　　　　　点 終　　　　　点
重　要　な 幅　員 延　長
経　過　地 （ｍ） （ｍ）

川口市告示第

市道路線の廃止に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第1項の規定に基づき次のとおり市道路線を

廃止する。その関係図面は、建設部道路維持課において告示の日より1ｹ月間一般の

縦覧に供する。

記





220 号

別添市道路線廃止調書のとおり

令和 6 年 3 月 26 日

川口市告示第

市道路線の廃止に関する告示

道路法（昭和27年法律第180号）第10条第1項の規定に基づき次のとおり市道路線を

廃止する。その関係図面は、建設部道路維持課において告示の日より1ｹ月間一般の

縦覧に供する。

記

川口市長　　　奥　ノ　木　信　夫














